
 

 

京都市上下水道局告示第６０号 

京都市指定給水装置工事事業者規程第４条の規定に基づき，次の者を京都市指定給水装

置工事事業者として指定し，同規程第１０条第１号の規定に基づき告示します。 

平成２８年１月２２日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 水田 雅博   

１ 株式会社明和工業 

  代表取締役 青山 吾一 

  京都市伏見区深草向川原町２４番地 

２ 久保田工作所 

  代表者 久保田 幸治 

  京都府宇治市広野町小根尾２３番地の２ 

３ アールサービス株式会社 

  代表取締役 髙橋 良治 

  京都市山科区日ノ岡石塚町１９番地１３ 

４ フロンティア株式会社 

  代表取締役 髙橋 洋一 

  京都府宇治市菟道藪里２３番地 

５ 塩見設備株式会社 

  代表取締役 塩見 知哉 

京都府宇治市宇治琵琶１９番地の４ 

６ 平田設備 

  代表者 平田 猛雄 

  京都市中京区西ノ京北円町８４番地５ 

７ 株式会社水協 

  代表取締役 井川 英輝 

  大阪市天王寺区東高津町３番２９号  新青山ビル２０２号 

 

（上下水道局水道部給水課） 


